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１．本報告について――研究背景

現在刊行されている建設白書(1955―1973年の計24冊)を対象に、そこに
おける住宅政策の位置づけの変遷を見る

住宅政策が、基本的には建設省による管轄でありながら、その評価につ
いては内在的に検討されていないのではないか

住宅への社会政策のまなざしはどのように変遷していったのか？が中心
的な問いであるが、(昨年行った)厚生白書を素材とした検討では厚生省に
よって管轄された住宅政策というきわめて限定的な視角しか確認できず
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１．本報告について――研究目的

日本は持家社会であるとされ、これは戦後から現在に至るまで一般的な
評価である(平山 2009)が、社会構造的要因によって、あるいは制度的要
因によって、その内実は異なる

官庁セクショナリズム：住宅は建設省／国土交通省管轄であるのに比し
て、福祉は厚生省／厚生労働省管轄であることに由来

しかしこれ以降、建設省の立場を内在的に検討する研究は、管見ながら
あまり整理されていないように思われる

高度経済成長にあって、建設省は、(1)経済成長をどのように受け止め、
(2)どのように持家社会を構想したのか

3



２．問題設定――先行研究との差異化(1)

先行研究の認識について報告者はおおよそ賛同を示しつつも、本研究で
は以下のように差異化をはかる

①高度経済成長期を範囲として、住宅政策についての位置づけを検討する

⇔建設省は、経済成長期をどのように受け止めたのか

経済成長→完全雇用と社会保障(福祉国家)による富の均霑→所得上昇によ
る持家社会の成立、のようなリニアな歴史観は適切か

経済成長→生産基盤整備と社会資本未整備とのギャップの拡大→社会資
本における住宅問題の焦点化、という中で建設省は「民間自力建設」を
どのように活用していったのか
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２．問題設定――先行研究との差異化(2)

②日本型持家社会について、建設省はどう構想していたのか

⇔批判されるばかりの住宅政策は、建設省においてどのように正当化され
ていたのか

住宅政策研究者は、建設省の住宅政策を、「民間自力建設」「建設戸数
主義」「持家主義」と批判してきた

これら先行研究の建設省への批判は妥当しているにしても、それがどの
ような条件の下で成立していたのかへの着目が必要ではないか

持家主義よりは、建設戸数主義の下、どのように「民間自力建設」を推
進していったこそが重要である、というのが本報告の強調点
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３．素材について――建設白書の選定

本研究では、建設白書を素材とする。利点は、

①ほぼ毎年刊行されるため、通時的変化を見て取りやすい

②「白書」のため、建設行政についての一般的見解

⇔建設省自身が出版する媒体はきわめて多い

⇔「建設白書」研究がなく、資料未整備もあって、多分に探索的

①筆者が明らかでない…おそらく官僚が中心であるが、厚生白書に比して書
き方が統一されてない

②書かれ方が明らかでない…〈前半：総論〉＋〈後半：各論による数章〉と
いう構成がとられているが、これがどのように決定されているか不明
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３．素材について――本書の扱い方とロードマップ

２での問題設定に従って、４以降では、〈再開発のエンジンーそれを阻
害するもの〉、〈持家社会のエンジン―それを阻害するもの〉という対抗
関係を基に、建設白書を再整理したもの

建設白書それ自身は住宅政策のみならず建設行政全般にわたるものであ
り、また目的意識にそって整理は多様にありうることには留意

以下、本報告のロードマップ

４節にあっては、都市計画の脆弱性を克服するような理念が頓挫し、民
間借家市場の放任という問題が都市問題として認識された

５節にあっては、住宅難／宅地難の問題から、再開発へのベクトルが(再)

浮上したことを確認する。そのうえで、再開発の主体が、1960年代半ば
以降から、政府から資本へと転換していった
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４－１．都市計画の脆弱性(1)

①前提としての経済成長

・経済成長によって、生産基盤投資は果たされ、収入も総体としては上昇し
ていきながら、社会資本整備の未整備が継続的に問題視される

・このギャップをうめるためにも、都市計画が重要であった

②規制のモメントの弱さ⇔白書における定義のブレ

→比較都市計画研究から批判を受ける、規制／総合性の欠如(渡辺 2001)

③グリーンベルト構想の頓挫

「人口と産業をこれ以上東京の既成市街地に集中せしめないよう……グリー
ンベルトを外周部にめぐらして市街地の無制限な拡大を防ぎ、他方において
は衛星都市を育成してそこに人口と産業を分散する。」(1959年：14)

→実現にいたらず、1968年の新都市計画法を待つことに(石田編 1992)
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４－１．都市計画の脆弱性(2)

④早すぎたマスタープラン

「住宅の建設が単に建物の建設にとどまらず、上下水・街路計画・保育教育
施設・購買施設などを含めてコンパクトなコミュニティとして計画される必
要があり、都市の発展の方向にあわせてその位置と生活圏の規模を定めなく
てはならない。このことは都市全体のマスター・プランの作成と、それにも
とづく用途地域の強化と並行して行わなければならない」(1960年：47)

→マスタープランが一般化するのは1990年代以降(渡辺 2001)

②を前提としつつも、③や④の形で都市計画を強化していくことができな
いままに、再開発を受容する形になったのが1970年までの日本の都市で
あった
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４－２．民間借家市場政策の不在(1)

 1960年までの民間賃貸住宅の不振

「貸家のほとんどは公営住宅等公的資金によるもので、民間経営による賃貸
住宅の不振を示している。」(1957年：95)

むしろ1950年代にあっては、建設省官僚から見れば、公営住宅は民間借
家市場の復活までの「つなぎ」と理解されていた(渡辺 1962)

⇔民間借家市場の復活は都市問題への懸念を再浮上させるものであった

「もし借家の供給が旧に復して、かつての零細資本による“借家の安普請”が
借家供給の大部分を占め……られるような形で戦前に復帰するならば、市街
地には無秩序に粗悪な住宅が密集して、居住環境が低下し、わが国の住宅事
情は依然として欧米諸国の水準をはるかに下回る水準にとどまらざるをえな
いであろう。」(1960年：46)
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４－２．民間借家市場政策の不在(2)

懸念の現実化

「設備専用借家には古いものが多く、設備共用借家は割合最近建設される
……低質のものが高額である」(1966年：127)「整備の整っていない借家が
整備の整っている借家よりも……高いことは問題」(1967年：61)

 宅地価格の高騰や木材及び建設労務単価の値上がり等によって住宅建設
費が大幅に上昇

⇔賃貸住宅需要の大半を占める低額所得者の家賃負担力との関連において、
小規模の居住条件の悪い賃貸住宅の建設(1963年：172)

「低家賃住宅を大量に公的資金によって供給することがいっそう必要と
なってきており……さらに零細な民営借家の経営に対する施策をもとり
あげねばならない状況になってきている。」(1969年：200)

民間借家市場への介入がこのときまで放置されていたことが、再開発に
とってのブレーキに
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５－１．住宅難(1)

①住宅難の定義

非住宅居住、老朽住宅、狭小過密、複数世帯同居

指標のみならず、継続的に「住宅難＝住宅問題一般」として言及

②住宅問題は、建設行政の中で特殊時代的に焦点化される

「[昭和]20年代ははげしい災害の発生に応じて治山・治水や災害復旧工事
……20年代から30年代のはじめは、エネルギー需要に応ずる電源開発
……30年代前半の高度成長のための輸送があい路になると道路・港湾等の
投資が増加……産業活動を支えるための投資の比重が大きかった。しかし、
30年代の後半にはいると、工業生産力に比し相対的に貧困化した住宅・都
市施設等を充実整備し、地域開発をはかるなど、国民生活の均衡を回復する
ための投資の増大がいちじるしくなった。」(1967年：23)

→1960年代以降、住宅問題は建設省の中にとって解決されるべき問題に
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５－１．住宅難(2)

宅地難という認識

「宅地難の打開策としては、宅地の供給量の増加を図り、宅地需給の調整を
行うことが第一である。」(1958年：132)

基本的には、宅地難＝宅地の需給のミスマッチと理解しつつ、それを需
要の側への介入(産業政策・人口政策)ではなくて、供給の側への介入に
よって突破しようとする指向

しかし、宅地造成はすべての土地／所有地によるものではない。公的主
体／対象に限定であるということが、都市計画の脆弱性の反映でもある

ex住宅金融公庫の宅地造成資金融資制度、日本住宅公団の新市街地造成事
業、土地区画整理事業に対する融資制度
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５－２．再開発(1)

いかにして住宅難／宅地難を突破するのか？

①再開発の(再)浮上

1950年代半ば以降、都市の郊外化＋再開発は継続的に問題視されながら、
郊外化の問題(交通難・生活資本未整備etc)が明らかになるにつれ、再開発
が強調されるようになる

⇔両ベクトルがありながら、再開発はいかに進展したのか

②再開発における土地供給の形態：集合化

「今後の住宅市街地の開発は、できる限り大きな規模で、かつ、住宅市街
地としての都市計画的配慮のもとに行うようにしなければならない。」
(1963年：120)

どのような集合化／誰による集合化なのか？
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５－２．再開発(2)

③政府施策住宅―再開発との「幸福な結婚」？

「したがって、大量の政府施策住宅の供給を促進して、宅地需要が個人
的な小規模なものから公共的な大規模なものに転換することが行われれ
ば、これは土地利用の合理化、生活環境の充実に寄与することができる
と考えられる。」(1961年：129)

先の②は、「個人的・小規模ー公共的・大規模」という対立図式の下、
後者の優位を正当化するという問題設定

 1960年前後は、この主体は政府であった。つまり、政府施策住宅を中心
とした開発によって、(ⅰ)無秩序な開発、(ⅱ)地価の抑制、(ⅲ)住環境／
生活環境の改善など住宅問題を抑制しようとしてきていた
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５－２．再開発(3)

④政府施策住宅による開発から(大)資本による開発へ

住宅への欲望を水路づける住宅市場の創造の必要性

「今日ほど住宅問題が社会的にも大きくとりあげられ、国民の意識の上で
問題とされた時期はない。経済の高度な成長によって、国民の生活水準も
向上し、それだけに国民の住生活への要求は大きく高まり、主観的には住
宅困窮意識が増してきている。」(1968年：61)

都市の再開発をいかにして推進するのか

「現在木造建築物から非木造、鉄筋の建築物への建て替えが大幅に行われ
ているが、このような盛んな再開発エネルギーを合理的、計画的に誘導し、
都市構造が木造から固い構造物に転換するのに対応して将来の機能的な都
市構造を用意する」(1968年：144)
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５－２．再開発(4)

⑤集合的再開発から持ち家誘導への技術的正当化

(ⅰ)生産部面への金融から社会資本への金融へ

「従来民間設備投資に流れていた資金の一部を社会資本整備に向けうる段階
に達したことを示している……このような余裕資金を今後さらに国債・政府
保証債等の形で吸収し、政府資金として立ち遅れている社会資本・生活基盤
の改善に活用していく可能性が高まってきている。」(1967年：18)

(ⅱ)建築産業の合理化…機械化＋労働力供給整備

(ⅲ)住宅投資過小と国際的キャッチアップ

「第一に住宅資産が低い水準にあること、および年々の投資額に占める住宅
投資の比重が小さいことがあげられる。……このことが、生産設備にくらべ
住宅が相対的にいちじるしくおとる原因となっている。」(1967年：65)

17



６－１．結論(1)

建設省はどのように経済成長を受け止めたのか

経済成長によって生産基盤と社会資本とのギャップが明らかとなったも
のの、それを下支えするべき都市計画の脆弱性が、民間借家市場の都市
問題化をもたらした

住宅難が継続しているので再開発へのベクトルが生じたのだが、政府施
策住宅を重点化する時代から資本による積極的な開発へと転換していっ
たのが１９６０年半ばであった

開発主体の政府から資本への転換は、都市計画の脆弱性を前提にしつつ、
民間借家市場への放置をもたらしていたという意味においては、都市計
画と住宅政策の「つながらなさ」こそが重要
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６－１．結論(2)

建設省は持家社会をどのように受け止めたのか

持家社会は、民間自力建設／建設戸数主義とのセットで批判されてきたが、
建設省の中では、その３つが以下のような連関をみせていた

〈政府施策住宅による借家〉＋〈個人的・小規模な持家〉という住宅供給
→〈政府施策住宅による借家〉＋〈集合的・大規模な持家〉

建設戸数主義を量的なアウトカムとして、民間自力建設においては量的達
成のためのアクターおよび構造(住宅産業の成熟＋公的部門の撤退)の内実
の変容があった
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６－１．結論(3)

本報告のインプリケーション

 1960年代における「民間自力」概念は、住宅産業が小規模・個人的な担
い手によって成立していたものが、政府施策住宅を媒介として、大規
模・集合的な住宅産業へと展開していったという質的変容を経験した

言い換えれば、政府施策住宅―再開発の「幸福な結婚」は、きわめて一時
的・消極的なものであった

公的借家政策の社会政策的性質を重視する立場から見れば、それは再開
発をする限りにおいて正当化された

⇔再開発という視点から見れば、住宅産業の成熟化を待つまでの露払いで
あったとも言える
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６－２．今後の課題

①今回の報告に内在する問題として

政府施策住宅から資本への開発主体の転換は、低成長時代以降において
どのような展開をしたのかを確認する必要がある

今回は住宅政策／都市問題を中心に検討したが、建設行政全体の中での
それらの位置づけについてはほぼ検討ができなかった

②今回の報告から発展した問題として

 1960年代半ばから持家社会が強調されるようになったという認識が妥当
であるとするならば、1960年代の持家社会をめぐる政治過程の焦点化が
必要

とくに、経済団体と労働組合の対抗関係(大本 1996)の中、どのような対
抗軸の下、持家社会が成立していったのかという問いが重要なのではな
いか

21



謝辞／付記

本報告は、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC1)

の研究助成による成果の一部である

22



参考文献

原田純孝，1985，「戦後住宅法制の成立過程――その政策論理の批判的検証」東京大

学社会科学研究所編『福祉国家6――日本の社会と福祉』東京大学出版会: 317-396．

平山洋介，2009，『住宅政策のどこが問題か――〈持家社会〉の次を展望する』光文社．

石田頼房編，1992，『未完の東京計画』筑摩書房．

大本圭野，1991，『「証言」日本の住宅政策』日本評論社．

大本圭野，1996，「居住政策の現代史」大本圭野・戒能通厚貶『講座現代居住1――歴史と

思想』東京大学出版会: 89-120．

渡辺俊一，2001，「都市計画の概念と機能」原田純孝編『日本の都市法1――構造と展開』

東京大学出版会: 139-180．

渡辺洋三，1962，『土地・建物の法律制度』[中]東京大学出版会．

23


